
令和８年２月２７日 

教 育 庁 

 

 

 

東京都教育委員会事務局職員の服務事故について 

 

 

 このことについて、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記

のとおりお知らせします。 

 

 

                    記 

 

 

１ 懲戒処分の内容等 

（１）職  名  会計年度任用職員 

（２）年  齢  ５０歳 

（３）性  別  女性 

（４）処分内容  停職１月 

 

２ 事故の概要 

事故者は、令和７年８月２２日、出張途中に立ち寄ったスーパーマーケットにおいて、

食品３点計５２３円相当を窃取した。 

 

３ 発令年月日 

  令和８年２月２７日 

 

 

 

 

 

 【問合せ先】 

東京都教育庁総務部総務課 

電話 ０３－５３２０－６７２１（直通） 


